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目 的 ： 東 京 都 豊 島 区 は 商 業 都 市 で あ り な が ら 、 6 5 歳 以 上 の

人 口 が 1 8 . 5 ％ と 深 刻 な 老 齢 化 問 題 を 抱 え て い る 。豊 島 区 で

は 口 腔 保 健 セ ン タ ー と し て あ ぜ り あ 歯 科 診 療 所 を 平 成 1 0

年 に 開 所 し 、 社 団 法 人 豊 島 区 歯 科 医 師 会 が 運 営 に 当 た っ て

い る 。 そ の 業 務 は 障 害 者 歯 科 診 療 、 在 宅 高 齢 者 歯 科 訪 問 診

療 を 中 心 な ど が あ る 。 そ の 一 つ と し て 平 成 1 2 年 度 に 特 別

養 護 老 人 ホ ー ム （ 以 下 特 養 ホ ー ム ） で の 診 療 ・ 口 腔 ケ ア を

開 始 し た 。 今 回 過 去 3 年 間 の 取 り 組 み を も と に 問 題 点 を 再

検 討 し 、平 成 1 5 年 度 よ り 新 し い シ ス テ ム を 導 入 し た の で 、

報 告 し た 。  

対 象 お よ び 経 過 ： 区 内 に は 公 設 ・ 民 設 合 わ せ て 6 施 設 の 特

養 ホ ー ム が 存 在 す る 。 入 所 者 総 数 は 4 0 0 名 で あ る が 入 所 希

望 者 が 多 く 、 新 た な る 施 設 の 開 設 が 待 ち 望 ま れ て い る 。 診

療 を 始 め る に 当 た り 特 養 ホ ー ム の 実 態 を 把 握 す る 必 要 性 か

ら 、 平 成 1 1 年 度 に 区 内 6 施 設 中 実 施 依 頼 を 受 け た 5 施 設

の 入 所 者 3 2 9 名 に 対 し 検 診 を 行 っ た 。そ の 結 果 か ら 6 3 . 8 ％

の 者 に 口 腔 ケ ア の 必 要 性 が 、ま た 3 6 . 5 ％ の 者 に 治 療 の 必 要

性 が 認 め ら れ た 。 要 治 療 者 を 必 要 処 置 別 に 分 け る と 補 綴 処

置 が 6 5 . 8 ％ を 占 め 、 次 い で 保 存 処 置 が 多 く 、 外 科 処 置 は

7 . 5 ％ に と ど ま っ て い た 。１ 施 設 に 対 し 2 名 の 歯 科 医 師 と 歯

科 衛 生 士 が チ ー ム と な り 、 診 療 及 び 口 腔 ケ ア を 月 2 回 ず つ

定 期 的 に 行 な っ て き た 。 し か し 施 設 の 状 況 や ニ ー ズ に 相 違

が 見 ら れ る た め 、 こ の 点 を ど の よ う に 解 決 し て い く か 議 論

の 分 か れ る と こ ろ で あ っ た 。 治 療 の 方 針 は 各 チ ー ム に 委 ね

て い る が 、 歯 科 医 師 会 と し て の 活 動 で あ る の で 、 サ ー ビ ス

を 均 等 化 さ せ る 必 要 性 か ら 会 合 を 隔 月 で 開 催 し 現 状 報 告 、

症 例 検 討 な ど 意 見 交 換 を 行 っ て い る 。  

平 成 １ ３ 年 度 検 診 結 果 を 平 成 1 1 年 度 と 比 較 す る と 要 治

療 者 で 約 5 0 ％ 、 要 口 腔 ケ ア 者 で 約 2 0 ％ の 減 少 が 見 ら れ 、

口 腔 衛 生 状 態 に は 大 き く 改 善 し た 。 し か し 若 干 の 問 題 点 や

検 討 課 題 も 認 め ら れ る の で 、今 回 シ ス テ ム に 変 更 を 加 え た 。 

ま と め ： ３ 年 間 の 特 養 ホ ー ム へ の 取 り 組 み に お い て 問 題 と



な っ た 診 療 医 の 引 継 ぎ は 、 診 療 録 を 一 括 管 理 す る こ と に よ

り 解 決 し た 。 ま た 、 施 設 間 の 格 差 は 、 施 設 職 員 の 意 識 を 向

上 さ せ て い く こ と で 対 処 す る 。 居 宅 へ の 訪 問 診 療 と は 異 な

り 、 対 象 人 数 が 多 い た め 、 新 た な シ ス テ ム 作 り が 必 要 で あ

っ た 。  

豊 島 区 の 在 宅 歯 科 訪 問 診 療 に は 判 定 会 議 と い う シ ス テ ム が

あ る 。 １ 症 例 に 対 し 複 数 の 歯 科 医 師 が 意 見 調 整 を 行 な い 、

治 療 方 針 を 決 め て い く シ ス テ ム で あ る 。 特 養 ホ ー ム へ 複 数

の 歯 科 医 師 が 一 度 に 訪 問 す る の は 、 こ の 意 図 を 汲 む も の で

あ り 、 今 後 ど の よ う な シ ス テ ム 変 更 が あ っ て も 、 こ の 点 だ

け は 変 え な い で い こ う と 考 え て い る 。  
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東京マップ
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特別養護老人ホーム

施設 設立年 入所者数 職員総数
（名） （名）

A 公設 平成11年 90 82

B 公設 平成 8年 50 49

C 公設 平成元年 80 68

D 公設 平成 6年 80 71

E 民設 平成 8年 50 27

F 民設 昭和56年 50 不明



豊島区口腔保健センター
あぜりあ歯科診療所



あぜりあ歯科診療所の主な業務内容

• 障害者歯科診療

• 在宅歯科訪問診療・口腔衛生指導

• 障害者施設健診

• 休日応急歯科診療

• 訪問歯科居宅療養管理指導

• 摂食嚥下機能訓練

• 歯科医療の啓蒙普及活動

• 特養ホーム健診

• 特養ホーム訪問歯科診療・衛生指導



主な健診項目

• 氏名、性別、生年月日

• 疾患・障害名、使用薬剤

• 普段・健診前の血圧・脈拍

• 介護度、痴呆度

• 食事の形態・時間・介助

• 嚥下障害の有無

• 座位保持時間

• その他注意事項

• 歯式

• 食渣、歯垢、歯石、舌苔

• 舌・口唇の動き

• 口腔粘膜の状態

• 義歯の有無･使用状況

• 顎堤の状態

• 義歯の形態・状況

• 健診医の判定

• 特記事項



年齢構成

施設 対象者数

（名） (%)
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痴呆度
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調査結果
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調査結果による診療方針
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診療基本体系

• 歯科医師2名＋歯科衛生士のチーム診療

• 概ね診療・口腔ケア共に月2回

• 原則的に観血的処置は行わない

• 診療機材はあぜりあ歯科診療所より移送

• 2ヶ月に１度特養治療医会を開く

• 診療報酬請求は各担当医が行う



要治療者中の治療希望
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調査結果比較（要治療）
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調査結果比較（要口腔ケア）
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問題点

• 患者の引継ぎが出来ない

• 担当医にかかる負担が大きい

• 機材の移送が困難

• 訪問口腔衛生指導料の算定が出来ない

• 同施設で曜日によるスタッフ数の差

• 施設間の格差が依然大きい



改善点

• 歯科医師会全会員対象に協力医を募る

• 3カ月おきに歯科医師１名が交代する

• 施設ごとに機材を常駐させる

• あぜりあ歯科診療所でカルテ管理

• 訪問日を施設ごとに再検討する

• 施設により訪問回数を変え,スタッフ向け講習会
を開催



まとめ

1. 豊島区歯科医師会は平成11年より５つの特養ホーム
での健診および診療・口腔ケアに取り組んできた

2. 過去の在宅診療の経験をもとに、新たなチーム体制
を採用した

3. 今回3年間の問題点を検討し、改善を試みた

• 診療録を一括管理

• 担当医のローテーション

• 施設職員向けの講習会を開催

4. 今後更なるデータの集積・分析を行なっていく



地域社会に対する福祉は、公益法人として歯科医師会の担う
役割のひとつであり、責務である。

福祉事業を永続的に行なうには、会員相互の理解と、無理の
ないシステム作りが不可欠である。

システムを向上させるにはデータの集積・分析が必要である。

したがってシステム改定は今回に留まらず、集積と共に行な
われていく。



まとめ
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